
令和２年度小林市立東方中学校運動部活動に係る方針

本方針策定の趣旨等

部活動は、学校教育の一環として長きにわたり行われてきた。教育課程外ではあるが、生徒にと

っても指導者にとっても心身ともに大きな成長の糧となる重要な役割を担ってる。しかしながら、

近年、オリンピックの開催に伴い各種競技力の向上について更なる発展を求められ、それを受けこ

れまで以上に一層の競技力向上を余儀なくされている現状である。そのような中、学校現場では保

護者の要求に応えられる専門性の高い教員を配置することの困難さや生徒数の減少に伴う部活動の

維持管理等、多岐にわたり部活動運営上の見直しが喫緊の課題となっている。

そこで、本校では国・県・市の方針に基づき、下記の内容を踏まえて運営に努めることとした。

ａ 体力の増進、スポーツ技能の向上、個性の伸張を図る。

ｂ 苦難に打ち克つ忍耐力、他と協調する態度を養う。

ｃ 正しい礼儀、ルールを守る習慣を身に付け、生活態度を養う。

ｄ 余暇を有効に活用する能力や態度の育成を図る。

ｅ 心身共に健康で、知・徳・体・食のバランスのとれた能力育成を目指す。

１ 適切な運営のための体制整備

（１） 部活動方針の策定等

ア 校長は、県教委及び市教委の方針に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定

する。

イ 部顧問は、市教委が作成した別添様式を参考に、年間活動計画（活動日、休養日及び参加

予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び参加予

定大会日程等）を作成し、校長に提出する。

ウ 校長は、上記ア・イの活動方針及び活動計画、活動の様子等を学校のホームページや通信

への掲載等により公表する。

（２） 指導・運営に係る体制の構築

ア 校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安

全確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に部活動を実施できるよう、適正な数の

運動部を設置する。（文化部については、状況に応じて設置）

イ 校長は、部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他

の校務分掌や部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となるよう

留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。

ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績等の確認により、各部の活動内容を把握し、生徒が

安全に活動を行い、教師の負担過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。

エ 校長は、教師の部活動の関与について、「学校における働き方改革に関する緊急対策（平成

２９年１２月２６日 文部科学大臣決定）及び「学校における働き方改革に関する緊急対策

の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（平成３

０年２月９日付け２９文科初第１４３７号）」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間

管理等を行う。

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

（１） 適切な指導の実施

ア 校長、部顧問及び部活動指導員等は、部活動の実施に当たっては、文部科学省が平成２５

年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健康管理（ス

ポーツ障害・外傷予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活動場所

における施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹

底する。



イ 運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養を適

切にとることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、

必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解するとともに、生徒の体

力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とのコミュ

ニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞ

れの目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導

入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。

また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人

差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。

ウ 運動部顧問は、中央競技団体が作成する「運動部活動における合理的かつ効率的・効果的

な活動のための指導手引」を活用して、ア及びイに基づく指導を行う。

３ 適切な休養日等の設定

ア 部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食事、休養及

び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準とする。なお、運動

部活動については、ジュニア期における、スポーツ活動時間に関する研究〔「スポーツ医・

科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成２９年１２月１８

日 公益財団法人日本体育協会）〕も踏まえ、活動時間を設定する。

① 学期中の休養日の設定

週当たり２日以上の休養日を設ける。〔平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下

「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。第３日曜日は「家庭の日」の趣

旨を踏まえ、原則として部活動を実施しないこととする。各種大会やコンクール等への参

加などにより、土日に休養日が設定できない場合は、２か月を１単位として捉え、８回程

度の週末の休養日を設定する。〕

② 長期休業中の休養日の設定

学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養日をとることができるとともに、

部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシー

ズン）を設ける。

③ １日の活動時間

長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度とし、

できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。なお、特別な大会等の

３日前は、３０分延長を認める。

イ 校長は、１（１）に掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、上記の

基準を踏まえるとともに、市教委が策定した方針に則り、各部の休養日及び活動時間を設定

し、公表する。また、各部の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹

底する。

ウ 県教委及び市教委の方針に準じて、毎週平日に一回（基本は月曜日）にリフレッシュディ

と、土日のどちらかを 休養日とする。

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備

（１） 生徒のニーズを踏まえた部活動の設置

ア 校長は、より多くの生徒の運動機会の創出が図られるよう、季節ごとに異なるスポーツを

行う活動、競技志向でなくレクリエーション思考で行う活動、体力つくりを目的とした活動

等、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる運動部の設置について検討する。

また、文化部についても、各学校の実態に応じて生徒の多様なニーズを踏まえた部の設置

について検討する。

イ 生徒の人数の減少及び男女の比率により，部活動の運営が困難になった場合は、休部もし

くは廃部の措置をとる。それに伴い全員部活動生の対応をとらず、スポーツ少年団等本人の



意思を考慮して郊外部活動への取組を奨励する。

（２） 地域との連携

ア 校長は、生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、地域のスポ

ーツ団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による学校と地域が共に子ど

もを育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ

環境整備を進める。

イ 校長は、県及び市教委が実施する部活動指導員の任用・配置や、運動部活動顧問及び部活

動指導員等に対する研修等、スポーツ指導者の質の向上に関する取組について、関係機関及

び関係団体との協力体制の充実に努める。

ウ 専門的顧問がいない場合は、生徒もモチベーションを考慮し地域人材の活用を行うととも

に、地域のスポーツ振興会と連携した駅伝等の指導も取り入れている。

５ 学校単位で参加する大会・コンクール等の見直し

ア 校長は、運動部や文化部が週末等に開催される様々な大会・コンクール等に参加すること

が、生徒や部顧問の過度の負担とならないよう、運動部や文化部が参加する大会・コンクー

ル等の数の上限の目安について、県教委や市教委及び県中学校体育連盟と連携し、検討する。

イ 校長は、生徒の教育上の意義や、生徒や部顧問の負担が過度とならないことを考慮して、

参加する大会・コンクール等を精査する。

６ 本年度の部活動運営の詳細

（１） 部活動運営における厳守事項

ア 平日の活動については、放課後の活動を原則とし活動時間については下記のように定める。

月 終了時刻 下 校 備 考

３～ ９月 １８：３０ １８：４５ ○ 練習終了後、１５分以内に下校するよう努
める。

１０～１１月 １８：００ １８：１５ ○ 東方地区体育館で練習を行う場合は、終了
時刻から１５分延長して実施することができ

１２～ １月 １７：４５ １８：００ る。
○ 定期テスト３日前から部活動を停止し、テ

２月 １８：００ １８：１５ スト最終日より活動を再開する。

※ 中体連大会、ＪＡ杯（バレー）・上位大会につながる大会の１４日前より、３０分以内の部活

動延長を認める。ただし、保護者の承諾を必要とし、校長が承認し、職員会で報告をすること。

ｂ 土日・祝日の活動については、顧問が同行している時に限り活動を認める。終了時刻につ

いては、その月の終了時刻に準ずる。

ｃ 長期活動中の活動については、顧問は休業中の活動計画の提出を義務づける。

ｄ 大会・練習試合等、校外活動の際は、所定の用紙に必要事項を記入し、提出することを義

務づける。テスト期間中の練習・大会については、上位大会につながる大会のみ校長の承諾

を得て認める。

ｅ 活動においては、学校行事・生徒会活動を優先する。

ｆ 入部・退部については所定の用紙に記入し、学級担任を通して部顧問に提出する。

ｇ 芸術部の入部規定として、医師により「身体的理由により運動が困難である」と診断され

た生徒のみの入部と規定する。ただし、診断書等の提出は義務づけない。

（２） 部活動推進上の留意点

ア 部活動の指導技術だけでなく、学習・生活面を考慮し、適切な部の運営に努める。

イ 活動場所及び用具等の安全管理につとめ、使用ルールを守れない場合（落書き、破損、不

要物の持ち込み、私用物を置く等）は使用不可とする。



ウ 新入生に関しては、適切な入部指導をする。（終了時刻を早める等）

エ 保護者との連携を図る。（部活動連絡協議会）

オ 生徒指導上の問題があった場合は、顧問会で協議する。ペナルティーとして環境整備等を

行う場合は、停止期間を概ね１週間とし、再開日は学校で判断する。

（３） 部活動の服装について

シャツ類 ・学校指定の体育服及びジャージ

・白、黒、紺、灰色の無地のワンポイントのシャツ（ライン可・バックプリント不

可）

・その他白・黒・紺・灰色を基調とするシャツ・ポロシャツ・トレーナー

部活動指定の服装

※部活動指定→各部で揃えており、学校が許可した服装

※部活動で服装を揃えるのであれば、バックプリントを認めることもある。

ズボン類 ・学校指定の体育服及びジャージ

・部活動指定の服装

・その他黒・紺・灰色を基調とする短パン・ジャージ（ライン入りは可）

ソックス ・学校指定のソックス（ワンポイントは足の両側にあっても可）

・該当競技に適応したソックス

（※陸上競技は白色の短いソックスを練習時は認める。）

シューズ ・該当競技に適応したシューズ（※活動時のみの使用を認める）

防寒着類 ・学校指定のウィンドブレーカー

・部活動指定のウィンドブレーカー及びベンチコート

・黒、紺、灰色のインナーを認める。（アンダーウェア）

・その他の白、黒、紺、灰色を基調としたジャージ、トレーナー、ピステであれば

認める。

（４） 校外での活動をしている生徒についての扱い

ア 学校外での活動のみの生徒で、該当する中体連大会競技への参加については、本人の意思

を尊重し、大会参加を認める。

イ 部活動の掛け持ちは認めない。（練習も同様とする）

（５） 西諸地区中体連大会参加について

ア 西諸地区中学校体育大会開催基準に基づき参加を認める。

イ 参加登録は、１人１競技とする。ただし、陸上競技、駅伝競技においては２重登録を認め

る。

ウ 陸上競技・水泳競技については県大会参加資格のないものは２重登録を認める。

エ 特例として、複数校合同チームでの参加を認める。ただし、県が定める編成規定に基づく。

（６） 外部指導者の手順について

ア 新年度に部顧問が決定したのちに、各部顧問に外部指導者の必要性を聴取する。

イ 部顧問が外部指導者を必要とした場合、校長の承諾を得たのちに外部指導者に内諾を得る。

ウ 校長、教頭、部活動担当、部顧問、該当する部の後援会長、外部指導者で学校経営方針等

を説明する場を設ける。

エ 外部指導者に委嘱状を交付する。任期は１年とし、更新制とする。



（７） 部活動精選について

ア その年度、１年生が入部段階において、２年生と１年生の入部者数の合計が各競技の大会

出場規定人数に達しない場合は、廃部対象とする。

イ 廃部対象の状況が３年続いた（単独チームでの大会出場実績がない）場合は、廃部とする。

ウ ３年間入部者がいない場合は、廃部とする。

エ 廃部となった部活動に所属していた生徒については、他の部活動への転部を推奨する。

（８） 部活動顧問と生徒数

外部指導者 １ 年 ２ 年 ３ 年 合

. 部 活 動 名 顧問・副顧問 ・ 男 計

協力者 女

男 女 男 女 男 女 男 女

１ 男子バレーボール ◎中村 誠忠 男 ６ ５ ２ １

○中村 やす子 ３

２ 女子バレーボール ◎原口 愛未 橋満 裕治 女 ２ ６ ４ １

○中村 やす子 ２

３ 剣 道 ◎泊 貴弘 男 ０ ０ ０ ０

西水流康禎

○原田 哲夫 女 １ １ ３ ５

バドミントン ○假屋啓一郎

※ （引率のみ）

１ 水 泳 ○山口博英（引

率のみ）

※２は、各種スポーツクラブ所属

※ １ 年 ２ 年 ３ 年 合 計

２ 種 目 指 導 者 活動場所

男 女 男 女 男 女 男 女

１ 野 球 本村 須木ｸﾞﾗウﾝﾄﾞ １ １ １ ２ １

２ バドミントン 星指 ・西田 南地区体育館 １ １ １ ３

３ サ ッ カ ー 富満 小林市営球場他 １ １ ２

中山 都城地区周辺グラウンド １ １

和田・永住 高原町運動公園 １ １

藤山 宮崎市 １ １

４ 水 泳 加治屋・東 総合運動公園内プール ２ １ ２ １


